
第2節 調達の効率化および調達の公正性・透明性向上のための取組
このような状況を踏まえ、調達の効率化とその公正性・

透明性向上のための取組を通じ、防衛装備品の効果的・効
率的な取得を図るとともに防衛生産・技術基盤の維持・強
化を図ることとしている。

防衛省における基本的な取組
1　調達効率化に向けた取組
防衛省は、03（同15）年9月に開催された「総合取得

改革推進委員会」およびその下で総合取得改革にかかる各
種検討を加速すべく、07（同19）年10月に設置された「総
合取得改革推進プロジェクトチーム」などにおいて、装備
品の調達の効率化・合理化などの実施に取り組んできた。
こうした従来の調達効率化に向けた取組は、一定のコスト
縮減を実現してきたものの、現下の防衛予算や装備品調達
を取り巻く厳しい状況にかんがみれば、さらなる調達効率
化に向けた努力が今後の防衛力整備にとって不可欠である。

防衛省においては、こうした認識の下、13（同25）年
3月に、改めて総合取得改革推進プロジェクトチーム会合
を開催し、平成26年度予算要求に調達効率化の成果を反
映することなどを目指して、省内の関係部局が連携しつつ、
調達改革を強力に推進するため所要の検討を進めることと
したところである1。

（図表Ⅲ-3-2-1参照）

図表Ⅲ-3-2-1  コスト縮減状況

年　度 コスト縮減額
（注１）

コスト縮減率
（注２）

平成19年度 約1,700億円 約8．8％
平成20年度 約1,600億円 約8．3％
平成21年度 約2,800億円 約13．9％
平成22年度 約1,400億円 約7．8％
平成23年度 約1,210億円 約6．7％

（注）　1　コスト縮減額＝
　　当初所要（効率化施策を行う前の理論値）－実際の積算額
2　コスト縮減率＝
　　コスト縮減額÷（装備品関連経費＋コスト縮減額）

2　公正性・透明性の向上のための取組
防衛省では、装備品などの取得にかかわる公正性・透

明性の向上を目指し、契約の適正化のための措置やチェッ
ク機能の強化などといった観点から、これまで様々な施策
を講じてきた。

昨今では、政府全体の公共調達の適正化の一環として、
防衛省においても、総合評価落札方式2の導入拡大、複数
年度契約の拡大、入札手続の効率化、随意契約の見直しな
どに取り組んでいる。こうした施策とあわせて、06（同
18）年7月、装備品の調達を行っている装備本部3（当時）
に監査担当副本部長を、内部部局には監査課を設置し、
チェック機能の強化に努めている。

しかしながら、そのような取組にも関わらず12（同
24）年12月、川崎重工業が受注した陸上自衛隊新多用途
ヘリコプターの開発事業に関して、幹部自衛官が「入札談
合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公
正を害すべき行為の処罰に関する法律」（いわゆる「官製
談合防止法」）違反の罪で東京簡易裁判所に略式命令請求
されるという事案が発生した。防衛省では、直ちに部外有
識者を加えた体制を立ち上げ、本件の事実確認や再発防止
策などを検討している。

また、12（同24）年1月、三菱電機およびその子会社・
関係会社4社ならびに住友重機械工業およびその子会社4

が過大請求を行っていたことが明らかとなった。この事案
に関する調査分析を経て、防衛省では同年12月、制度調
査の強化、違約金の見直し、指名停止措置要領の整備など
を柱とする再発防止策を公表した。

1

1　ただし、自衛隊がその任務を円滑に遂行するためには、地域社会との調和にも配慮する必要がある。
2　技術的要素の評価などを行うことが適当であるものについて、価格のみによる自動落札方式とは異なり、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して

落札者を決定する方式
3　07（平成19）年9月に装備施設本部に改編
4　三菱電機、三菱スペース・ソフトウエア、三菱プレシジョン、三菱電機特機システム、太洋無線、住友重機械工業、住重特機サービス
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装備品取得のさらなる効率化

1
　�IPT（Integrated�Project�Team）方式によ
る装備品の取得

防衛省においては、装備品の構想段階からメンテナンス、
教育訓練、能力向上なども見すえた装備品取得を検討する
ために、関係部署を集結し構成する「統合プロジェクトチー
ム」（IPT）方式による取得手法を推進してきた。一例と
して、航空自衛隊の次期戦闘機（F-X）の選定にあたって
は、防衛省内の複数の関係部局の関係者を集めてIPTを
設置し、選定の評価作業など、機種選定に関する作業全般
を実施した。

2　装備品の共通化・ファミリー化
効率的な調達を実現するために、防衛省・自衛隊にお

いては装備品の共通化・ファミリー化の推進に取り組んで
いる。陸・海・空自衛隊においては、小火器、車両、化学
器材を中心に共用装備品の調達（例：5.56mm機関銃、
トラック、防護マスクなど）に努力してきたほか、陸自と
空自で使用する短距離用の地対空誘導弾の一部構成品の共
通化や、陸・海・空自衛隊で使用する対艦誘導弾のファミ
リー化などにより、開発経費の抑制およびスケールメリッ
トによる取得単価の低減を図っている。

3　集中調達・一括調達
防衛省においては、装備品や部品について複数年度分

の所要を特定年度にまとめて予算化・契約することで効率
化をはかる集中調達や、種類の異なる装備品の構成品のう
ち共通する部分、あるいは異なる組織間で共通する装備品
などの調達について、複数機関の予算をまとめて執行する
一括調達について、取り組んできたところである。たとえ
ば、平成24年度において、平成24・25年度の2か年に
分けて調達予定であったF-15戦闘機の能力向上改修を実
施する際に必要となるレーダー部品（トランスミッター）
50個を集中調達し、約64億円のコスト削減が実現した。
また、同年度、陸自の11式短距離地対空誘導弾と空自の
基地防空用地対空誘導弾の構成品の共通部分（射撃統制装
置や発射機など）を一括調達することで、約9億円のコス
トを削減した。

陸自の11式短距離地対空誘導弾と空自の基地防空用地対空誘導弾

効果的・効率的な維持・補給

防衛装備品の維持経費の増加に対応するためには、効
果的・効率的な維持・補給に関する取り組みが必要となる。
防衛省においては、これまでに、定期修理間隔の延長によ
る効率化および新たな契約方式であるP

Performance Based Logistics
BLの実施および

その拡大を図っているところである。

1　定期修理間隔の延長による効率化
固定翼機やヘリコプター、ペトリオットなど、防衛装

備品の定期修理について、安全性の確認を十分に行った上
で、定期修理間隔の延長を実施し、効率化を図っている。
たとえば、これまでに艦艇のガスタービン機関の計10種

のオーバーホール間隔を8,000時間から10,000時間へ延
長し、P-3C哨戒機については、その機体定期修理（PAR）
の間隔を40か月から48か月へ延長しコスト削減を実現
した。

2
　�PBL（Performance�Based�Logistics：成果
保証契約）の導入

可動率や安全性といった装備品のパフォーマンスの達
成に対して対価を支払うPBLは、欧米諸国で装備品の維
持・整備に適用されて効果を上げている契約方式で、防衛
省においても、装備品の可動率や安全性を維持・向上させ

2

3
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つつ長期的なコスト低減を図る観点からPBLの導入可能
性を検討する必要がある。このため、平成24年度にパイ
ロット事業として陸自が保有する特別輸送ヘリコプター

（EC-225LP）用の機体部品の取得、修理などに関する包
括的な契約を締結した。

平成25年度においても、空自の初等練習機（T-7）用
部品とF-15戦闘機用エンジンの部品の一部を対象に、
PBL を実施する予定である。

特別輸送ヘリコプター（EC-225LP）

エンジン部品の一部をPBLとする予定のF-15

3　国際共同開発・生産など
わが国は、これまで武器などの輸出については、武器

輸出三原則等によって慎重に対処してきた。他方、BMD

に関する日米共同開発などについては、内閣官房長官談話
の発出などにより、武器輸出三原則等によらないこととす
る措置を個別に講じてきている。
参照▶ 1章1節4

参照▶ 資料20、45、47

先端装備品の分野では高性能化・複雑化とそれに伴う
高価格化が進んでいるため、その開発・生産においては、
同盟国・友好国が持つ高い技術を活用しつつ開発・生産コ
ストを抑制する国際共同開発・生産への参加が多く見られ
るようになっている。

これらを踏まえ、11（同23）年12月には、「防衛装備
品等の海外移転に関する基準」についての内閣官房長官談
話が公表された。この基準は、防衛装備品などの海外への
移転について、①平和貢献・国際協力に伴う案件と②わが
国の安全保障に資する防衛装備品などの国際共同開発・生
産に関する案件については、厳格な管理を前提として、武
器輸出三原則等の例外化措置を講じるものである。

その際には、わが国政府と相手国政府との間で取り決
める枠組において、わが国の事前同意なく、目的外使用や
第三国移転がないことが担保されるなど厳格な管理が行わ
れることが前提となる。12（同24年）12月には、ハイ
チPKO（国連ハイチ安定化ミッション（MINUSTAH））
からの撤収に当たり、ハイチの経済社会開発に資するべく、
同基準に基づいて武器輸出三原則等の「武器」に該当する
油圧ショベルなどをハイチ政府へ譲与している。

また、政府は、13（同25）年3月1日、F-35の製造
などにかかる国内企業の参画についての内閣官房長官談話
を発出し、国際的な後方支援システムへの参画に際し、武
器輸出三原則等の例外化を行っている。
参照▶ 2章4節2・3章4節4

契約制度の改善
1　検討の経緯
装備品などの調達を巡る環境が一段と厳しさを増して

きている状況に対応するため、防衛省では、新たな発想も
取り入れ、さらに強力に取得改革を推進していく必要性が
高まってきている。

このような背景のもと、防衛省は、新たな施策を検討

するため、10（同22）年から「契約制度研究会」を開催
している。

本研究会では、装備品調達に関連する契約などについて、
国側から見た調達コストの抑制にとどまらず、短期的・中
長期的視点も踏まえ、企業が防衛事業に取り組むメリット
の向上や、効率化の努力を行った者が報われる「Win-Win」

4
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の関係の構築などに留意しながら、様々な課題について検
討を行い、10（同22）年8月に第1回報告書、11（同
23）年4月に第2回報告書、そして12（同24）年9月に
第3回報告書をそれぞれとりまとめた。

2
　�防衛装備品にかかる契約に関する制度の改善
方策

（1）「超過利益返納条項」の改善
「超過利益返納条項」とは、契約履行後に企業に超過利

益が生じた場合に、国にその超過利益を返すことを規定し
た契約条項である。これは、装備品の原価の内容について
予測が困難な部分が多い場合に一般競争契約も含めて適用
されており、市場性の乏しい防衛装備品の調達に特徴的な
契約条項である。

この条項は、国にとっては契約相手方に対する超過利
益の防止だけではなく、契約履行後の監査によりコスト情
報が収集できるなどのメリットがあり、企業にも、原価を
国から容認されることになるため、将来の同種契約の価格
の基礎となるなどのメリットもある。

一方、本条項を付した契約については、企業努力によ
るコスト低減など超過利益が発生した場合には返金の対象
となるため、企業のコストダウン・インセンティブが働き
にくい。さらに、実質的な競争性が認められる複数者によ
る入札案件に対して超過利益返納条項を付すことの妥当性
については、慎重な評価が必要である。

このため、防衛省では、12（同24）年3月、実質的な
競争性が確保されている競争契約の場合には、本条項を付
さないこととする見直しを行った。現在は引き続き、超過
利益返納条項を初めとする原価監査付契約（実際に要した
原価が監査され、これに応じて最終的な支払金額が確定さ
れる特約を付した契約）から、支払金額に関して特約がな
く実際の製造原価の増減とは無関係に契約締結当初の段階
で契約金額を完全に確定する一般確定契約への移行を推進
するため、防衛省における装備品の予定価格算定について、
コスト確認手法のあり方、コスト情報のデータベース化の

推進、およびコスト管理能力の向上などについて中央調達
を担う装備施設本部での検討を加速させている。

（2）コストダウン・インセンティブを引き出す契約制度
への改善

防衛省は、企業のコストダウン・インセンティブを引
き出すため、これまでにも「インセンティブ契約制度」1

の運用をはじめ様々な取組を行ってきた。しかし、このイ
ンセンティブ契約は、99（同11）年の導入以降、わずか
4件の採用にとどまっている。さらに公共調達の適正化に
ともない、供給者が事実上1者と考えられている装備品の
調達にも、公募など競争性を持たせた手続を毎回行うこと
とされているが、結果的にはその多くが1者応募であり、
手続が事実上形骸化している。

このため、防衛省では、12（同24）年4月に「作業効率
化促進制度」2を改善し、企業が製造工程上の作業のロスな
どを排除する作業効率化によってコストダウンを行う約束
をした場合に、一定の条件の下で、削減される工数の50％
相当額をインセンティブ料として認める制度とした。さらに、
13（同25）年4月には、同種契約の継続的な受注を可能と
することにより企業の作業効率化に対する一層の取組みを
促す観点から、企業が同制度を利用し、大幅なコスト削減
を行うことを約束した場合には、制度の適用を受ける契約

（制度の適用決定から最大5年度の間に締結される契約）を
随意的な契約とする制度を施行したところである。現在は、
現行のインセンティブ契約制度について、インセンティブ
料の付与対象や料率3の多様化などの制度見直しのほか、
作業効率化促進制度と同様に企業が約束するコスト削減が
大幅な場合に随意的な契約とすることなども視野に検討を
進めている。中長期的課題として、作業効率化促進制度や
インセンティブ契約制度を利用することによって、企業が
大幅なコスト削減を行うことを約束した場合には企業に対
し、継続的な受注を約束することにより、コストダウンに対
する一層の取組を誘引する制度や、一定の条件の下、随意
契約とすることなども視野に検討を進めている。

1　企業からのコスト低減に向けた意欲を引き出すため、契約締結時に想定されなかった技術などによるコストダウン策を企業が提案して採用された場合に、
コスト削減効果の一定割合（料率）分をインセンティブ料として予定価格のもととなる計算価格に付加する制度

2　契約相手方の作業の実施効率を向上させるよう、防衛省がコンサルタント会社も活用して、作業の実態調査・分析を行い、作業効率化のための余地を
官民共同で探求する制度

3　計算価格に付加されるインセンティブ料としてコスト削減効果に適用される料率は、現在50％である。
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（3）PFI（Private Finance Initiative）推進法 4など
を積極的に活用した複数年度契約と更なる調達 
コストの低減

コストダウンを図るためには、本来、一定程度まとまっ
た長期の契約が不可欠である。しかし、国庫債務負担行為
の上限は5年であり、企業にとっては、このような短期間で
の契約のために投資を行うことは事業によっては採算が合
わないため、コスト削減につながり得る投資を控えたり、さ
らにはリスク回避の観点から受注しないことも考えられる。

このため、PFI推進法や公共サービス改革法5などを積極
的に活用してより長期の複数年度契約を実現することによ
り、投資額の平準化による予算の計画的取得および執行を
実現するとともに、受注者側のリスク軽減、新規参入の促
進などを通じた装備品調達コストの低減などのメリットを引
き出すことが期待される。このような観点から、防衛省では、
PFI推進法を活用したXバンド衛星通信の整備・運営事業
について、13（同25）年1月に事業契約の締結を行ったと
ころであり、今後もPFI法を活用することにより調達コスト
の低減が見込まれるものについては積極的に活用する。

また、PBL契約においては、国庫債務負担行為の上限
である5年間を超える契約が必要な場合は、最長10年間
の長期契約が可能な公共サービス改革法などの活用を検討
している。

Xバンド通信衛星の整備・運営の検討（図はスーパーバード） 
【スカパーJSAT】

3　過大請求事案の再発防止策に関わる事項
三菱電機などの防衛関連企業による一連の過大請求事

案について、その動機を解明するために、防衛省は12（同

4　民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
5　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

第1回「過大請求事案調査検討委員会」を主催する左藤防衛大臣政務官
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24）年1月から順次、当該企業に対する調査を開始し、
同年12月に再発防止策を取りまとめの上、公表した。

調査の結果は、工数付替えなどによる過大請求が行わ
れてきた背景として、装備品という特殊な商品を取り扱っ
ているための防衛関連部門の閉鎖性を浮き彫りにするもの
であった。他方、民間企業において通常期待されるような
損益管理や売上を実現していくことが難しいという装備品
などにかかる調達特有の取引条件もその動機づけに大きく
影響していることが明らかとなった。

これらの背景は、今回の当事者である三菱電機などに特
有のものではなく、防衛生産に関わる大部分の企業が共通
に直面する課題となっているものと考えられる。再発防止
策では、防衛生産の担い手の閉鎖性を軽減し、透明性を高
める措置を充実・強化するとともに、企業が負担するコス
トとリスクをより中立的に評価する方向を追求する方策を
以下のとおり提示し、13（同25）年3月以降、左藤防衛
大臣政務官を長とする過大請求事案調査検討委員会におい
て、これらの方策を具体的に実施するための検討を進め一
部については同年4月から施行しているところである。

（1）契約相手方に対する調査・監査の強化など
①　制度調査・原価監査の強化など

○　事前通知を行わない臨時の制度調査（抜打ち調査）
の受入れを契約上、義務化

○　企業のコンプライアンス機能を活用し、毎年度、
最初の契約締結時に防衛省が要求するコンプライア
ンス事項の実施状況を書面で確認

○　制度調査には装備施設本部の制度調査担当官に加
え、地方防衛局の原価監査官・監督官も参加

②　原価情報の収集・構築
○　原価情報を収集するため、原価調査の受入れを契

約条件に盛り込み積極的に実施
○　契約価格の妥当性を検証するため、コストデータ

の構築・管理の強化について、装備施設本部での検
討を加速

（2）過大請求会社に対する措置
①　違約金の引上げ・軽減

違約金制度について、その抑制機能を向上しつつ、同
時に自発的な中止・申告を促進するため、過払い額に対
する違約金の倍率を現行の2倍から次のとおり引上げま
たは軽減
○　不正行為の隠蔽などを図った場合には、過払い額

の4倍
○　疑義の指摘を受けていない段階で自主的に申告し

た場合には、過払い額と同額
②　指名停止措置要領の整備

○　事案の主要な類型毎の基準を明示

（3）装備品などの調達にかかる諸制度
①　実際に必要な原価・経費の契約価格への反映

契約価格の算定における原価や経費の査定ルールを企
業実態に即した形で明確化

②　企業が負うリスク・コストの適切な評価
○　研究開発や量産初期に起こりがちな原価の上振れ

リスク6を適正に評価し、過去の実績をもとにした「付
加リスク料」を該当契約の契約価格に加算

○　インセンティブ契約制度の見直し（料率の向上や
付与対象の多様化）

6　防衛省では、研究開発や量産初期の段階の契約を原価監査付契約として締結することが多いが、当該契約は、原価を監査した結果、契約の履行に実際
にかかった原価に適正な利益を加えたあるべき契約価格としての実績額が当初の契約金額を下回った場合には、その差額分は支払いを減額し、又は国
に返納し、実績額が当初の契約金額を超過した分については支払わないことを条件とする契約である。これにより、防衛省としては、個別の契約案件
においてリスクを負うことなく適正価格以上の支払いを確実に免れることができるが、企業側にとっては、コストの上振れによって適正利益を割り込
んだり、損失を被ったりするリスクを負う仕組みとなっている。

第Ⅲ部　わが国の防衛に関する施策
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